
金
滞
古
蹟
志
巻
叶

清
右
衛
門
居
屋
敷
之
内
借
地
仕
罷
有
候
庭
、
寛
文
十
一
年
従
=
小
松
-

引
越
之
寺
庵
方
へ
替
地
之
儀
被
=
仰
出
一
一
・
寺
枇
御
奉
行
h
御
断
申
上
候

底
、
同
年
七
月
地
子
地
被
=
仰
渡
一
則
卯
辰
山
之
内
大
衆
菟
村
領
寺
綾

之
地
三
百
歩
、
地
子
に
而
請
取
、
外
に
二
百
歩
百
姓
よ
り
相
封
を
以

墓
地
に
詩
込
、
唯
今
に
至
罷
在
候
。
と
書
載
せ
た
り
。
按
守
る
に
、

三
賀
寺
が
観
音
下
町
丹
羽
次
郎
兵
衛
家
人
嶋
野
清
右
衛
門
居
屋
敷
内

に
借
地
に

τ居
た
り
し
頃
は
、
不
受
不
施
汲
た
り
。
寛
文
九
年
四
月

審
士
片
岡
七
郎
右
衛
門
改
宗
断
書
に
、
旦
那
寺
締
瑞
雲
寺
之
鹿
宗
旨

替
致
し
、
浅
野
川
観
普
下
回
選
宗
不
受
不
施
三
賀
寺
h
参
詩
仕
。
と

書
載
せ
た
り
。
但
し
改
作
所
奮
記
を
見
る
に
、
寛
文
丸
年
四
月
廿
九

日
の
建
書
に
。覚

一
、
向
後
不
受
不
施
日
蓮
宗
寺
院
、
寺
請
に
取
申
問
敷
皆
、
去
十
五

日
於
殿
中
、
北
保
安
房
守
殿
高
木
伊
勢
守
殿
・
保
田
若
狭
守
殿
・
石

黒
太
郎
左
衛
門
に
就
v
被
=
仰
渡
一
共
趣
委
細
立
出
御
一
間
-
候
底
、
御
領
圏

中
男
女
下
三
辺
、
不
受
不
施
之
宗
門
替
可
v
申
由
被
A

仰
出
一
候
事
。

一
、
不
受
不
施
、
・
受
不
施
に
宗
門
を
替
候
官
民

τ、
内
詮
不
受
不
施

に
仕
罷
在
出
家
も
有
之
問
、
此
段
被
v
入
v
念
申
波
、
不
受
不
施
出
家
受

。
秋
山
紳

三
賀
寺
に
安
置
す
。
此
の
秋
山
は
世
人
三
賀
寺
の
秋
山
様
と
稀
し
、

痔
疾
難
儀
の
人
は
、
此
の
秋
山
花
新
諒
す
れ
ば
必
宇
鍵
験
あ
り
て
、

忽
ち
卒
癒
す
と
い
へ
り
。
故
に
卒
常
参
詩
人
多
く
.
共
の
名
高
し
。

何
れ
の
頃
よ
り
営
地
に
安
置
せ
し
に
や
、
共
の
時
代
年
暦
い
ま
だ
詳

か
た
ら
守
。
或
は
日
く
、
秋
山
紳
と
い
ふ
は
、
共
の
賓
江
戸
幕
府
徳

川
家
の
旗
本
士
秋
山
何
某
と
い
へ
る
人
に
て
.
茜
だ
痔
疾
を
難
儀
し

て
生
涯
此
病
に
〈
る
し
み
、
遂
に
痔
疾
の
震
に
落
命
せ
り
。
在
世
中

日
蓮
宗
に
蹄
依
し
て
、
平
常
法
華
経
を
積
鏑
し
け
り
。
謂
っ
て
回
〈
、

痔
疾
は
人
し
ら
ぬ
難
病
た
り
。
後
世
此
の
病
を
憂
ふ
る
人
を
救
は
ん

事
を
祈
念
す
。
我
死
せ
ば
共
の
鍵
に
祈
請
す
べ
し
と
。
故
に
世
人
共

の
鍵
を
秋
山
紳
と
崇
め
、
痔
病
の
守
護
紳
と
す
。
元
は
ア
キ
ヤ
?
と

い
ひ
た
る
を
、
今
は
シ
ウ
ヂ
ン
と
音
韻
す
と
い
へ
り
。

O
倉
谷
山
宗
幾
寺
康
祉

砂
利
の
慶
壮
は
三
寅
寺
の
尻
地
に
て
、
今
に
至
り
宗
楽
寺
跡
と
い
へ

p
。
宗
柴
寺
は
法
華
宗
瀬
谷
妙
成
寺
の
末
友
り
。
共
の
来
歴
は
貞
享

二
年
の
由
来
替
に
、
営
寺
開
基
、
能
州
澗
谷
妙
成
寺
十
五
世
日
保
聖

人
之
弟
子
索
閑
日
養
。
元
和
七
年
加
州
石
川
郡
倉
谷
銀
山
に
於
て
、

金
滞
古
蹟
蕗
巻
叶
三

不
施
之
宗
門
に
改
候
様
、
常
々
・
寺
枇
奉
行
可
v
被
v
致
=
吟
味
-
候
。
不
受

不
施
之
寺
院
借
中
、
曾
而
御
棒
伊
之
候
。
檀
方
之
輩
、
自
今
以
後
右

之
宗
旨
に
罷
成
儀
御
停
止
被
=
仰
付
-
候
へ
ば
、
訟
の
づ
か
ら
彼
寺
院

断
絶
候
皆
、
北
保
安
房
守
殿
御
申
候
由
候
事
。

一
、
不
受
不
施
を
替
候
而
、
何
之
宗
旨
に
改
候
由
、
共
身
井
寺
院
之

寄
付
を
取
可
v
被
'
出
候
。
寺
の
儀
は
枇
寺
奉
行
b
申
渡
可
v
途
v
承
事
。

右
之
趣
被
v
得
=
共
意
一
御
郡
中
井
裁
許
之
商
々
念
度
可
被
申
渡
候
。
以

上。

丙
四
月
廿
九
日

横

山

左

衛

門

長
九
郎
左
衛
門

本

多

安

房

津
田
字
右
街
門
殿

岡
嶋
五
郎
兵
衛
殴

附
札
K
.
金
津
本
長
寺
跡
々
よ
り
不
受
不
施
に
而
候
僚
、
参
詣
い
た

さ
せ
申
問
敷
候
。
右
之
末
寺
、
此
外
不
受
不
施
寺
有
之
候
共
同
断
。
と

あ
り
。
按
や
る
に
j
前
件
の
建
書
に
て
見
れ
ば
、
片
岡
七
郎
右
衛
門

改
宗
断
書
は
、
日
蓮
宗
受
不
施
三
賀
寺
と
載
せ
た
る
を
潟
誤
り
た
る

も
の
に
て
、
三
貧
寺
は
元
よ
り
不
受
不
施
誠
に
は
あ
ら
ぎ
り
け
ん
。

上
木
五
郎
左
衛
門
・
片
桐
粥
右
衛
門
共
外
集
り
居
候
一
宗
中
申
合
建

立
之
所
、
共
後
倉
谷
銀
山
表
徴
設
し
、
檀
家
の
人
々
金
揮
へ
引
取
に

付
.
宗
柴
寺
も
鹿
安
三
年
金
津
へ
引
越
、
卯
辰
山
地
子
地
に
寺
屋
敷

を
諦
袋
に
港
立
仕
。
但
し
二
代
目
住
持
之
時
焼
失
、
停
来
之
文
書
類

悉
く
焼
亡
仕
、
委
細
不
相
知
。
天
和
一
元
年
に
寺
屋
敷
御
改
有
之
。
共

節
寛
永
拾
六
年
之
建
立
与
番
上
申
候
。
共
詮
文
今
以
所
持
仕
。
と
あ

り
。
文
別
来
歴
書
に
は
‘
元
利
七
年
目
保
上
人
之
弟
子
索
閑
日
即
、

加
州
石
川
郡
倉
谷
銀
山
町
に
創
立
仕
に
付
、
山
践
を
倉
谷
山
と
披
す

と
記
載
す
。
按
4
1
る
に
、
倉
谷
銀
山
の
濫
餓
は
延
費
八
年
の
言
上
番

に
見
え
た
り
。

御
噂
に
村
申
上
候
。

一
、
石
川
郡
倉
谷
か
ね
山
は
銀
山
は
大
、
金
山
は
少
々
一
御
座
候
。
山

出
来
之
年
教
は
、
丸
十
ク
年
許
に
罷
成
申
由
承
及
申
候
事
。

一
、
山
見
立
申
者
は
、
倉
谷
村
新
右
衛
門
・
八
郎
右
衛
門
与
申
者
之

由
申
候
。
山
さ
か
り
申
儀
は
、
八
拾
年
以
前
よ
り
二
拾
四
・
五
ヶ
年

之
聞
に
て
、
御
奉
行
政
名
御
附
被
v
成
候
へ

E
も
、
何
れ
も
御
名
宛
無
且

御
座
-
候
。
共
時
分
御
運
上
銀
‘
一
・
グ
年
に
百
貨
目
許
も
上
り
申
由
承

申
候
ι
但
年
に
よ
り
高
下
御
座
候
と
承
申
候
御
事
。




